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 FDA食品施設登録番号についてのご注意  

 

公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会 

改正 2023 年 7 月 5 日 

 

本会では、FDA 施設登録サービスの一環として施設登録番号を管理しており、定期的に

施設登録番号を確認しております。 

その中で、製造者様の取引先となる商社や貿易会社、あるいは正式な輸出ルートではな

い並行輸出を行う第三者が、本会が関知しない状態で新規に施設登録番号を取得し、その

結果、本会が管理していた既存の施設登録番号が取り消される事例が発生しております。 

 

現在の FDA のシステム上、第三者による施設登録番号の新規取得につきましては、根本

的な解決策がありません。 

 

製造会社様の取引先となる輸出業者や代理店、あるいは正式な輸出ルートではない並行

輸出を行う第三者が新規に施設登録番号の取得をした場合は、本会が管理している既存の

施設登録番号が取り消されてしまいます。取り消されたことを知らずに既存の施設登録番

号のまま輸出をした場合は、米国での通関手続きの際に施設登録番号が「無い」もしくは

「異なる」という理由で通関拒否となり、製品が保税倉庫に留め置かれ、高額な倉庫料が

かかる可能性もあります。 

 

本会では、通関停止になった製品に対する通関督促業務および通関停止による延滞費用、

その他の費用が発生した場合の補償については一切対応しませんのでご了承願います。緊

急の場合は、製造者様の取引先となる商社や貿易会社にサポートをご依頼ください。 

 

 

また、施設登録番号の取り消しが判明した際には FDA に問い合わせをすることになりま

す。FDA は「重複登録により取り消された施設登録番号に関する問い合わせは登録施設の

連絡担当者が行うこと」と定めております。FDA とのやり取りは煩雑で時間がかかるもの

ですが、本会や本会の米国代理人からの問い合わせは FDA に受け入れてもらえません。 

 

本会が提供できるサポートは、FDA への問い合わせに関するアドバイスおよび施設登録

番号の再登録業務となります。 
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施設登録番号の取り消しは、今後どの登録施設にも起こりえるものです。施設登録番号

を取り消された際、施設登録番号の再登録を円滑に行うためにも、下記の情報を確認して

おくことをお薦めいたします。 

 

 

●輸出業者や代理店との施設登録番号の確実な管理 

⇒他の業者等が虚偽の内容で施設登録番号の取得をした場合であっても、通関停止によ

る損害等は当該の登録施設が負うことになります。対米輸出に携わる関係者様との間

で既存の施設登録番号の管理の徹底をお願いします。 

 

●自社製品が別ルートで対米輸出されている可能性および過去の事例等の確認 

⇒輸出業者や代理店と情報を共有し、対米輸出管理を徹底してください。 

 

●製造会社のウェブサイト：商品情報や紹介内容の確認 

⇒対米輸出製品も紹介されていますか。 

可能であれば、グローバルサイト（英語版）も掲載することをお薦めします。 

 

●東京商工リサーチに登録されている業種について（業種名と SIC コード）の確認 

⇒DUNS 番号*1で管理されている製造会社の業種について（業種名と SIC コード*2）、は

東京商工リサーチへお問い合わせください。 

複数の業種を登録している場合は、対米輸出製品の業種が掲載順の一番上に来るよう

にしてください。FDA は D&B 経由で一番上に掲載された業種を確認します。 

 

 

*1  会社固有の識別番号のことで、日本では 1994 年に東京商工リサーチ(TSR)が、D&B（ﾀﾞﾝｱﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯﾄﾞｽ

ﾄﾘｰﾄ）と業務提携したのに伴い、1996 年より TSR が日本国内における DUNS の管理業務を請け負って

いる。食品施設登録 Section 2: Facility Name/Address Information にある Unique Facility 

Identifier(UFI)9 桁の数字のことで、2020 年 10 月 1 日より登録申請や更新時において UFI の提出が義

務づけられた。 

*2  米国連邦政府が取り決めた業種コード。 
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◇対米輸出製品を OEＭ製造している場合 

●どの輸出業者あるいは代理店を通じて対米輸出されているかの確認 

⇒複数企業の OEM 製品を製造し、複数の輸出業者が関連している場合、重複登録を

されるリスクが高まります。全ての関係する輸出業者を把握しておくことで、問題が

起きたときに対処を早められることがあります。 

 

●製造会社のウェブサイト：事業内容の確認 

⇒OEM 製造をされていることは紹介されていますか。 

可能であれば、グローバルサイト（英語版）も掲載することをお薦めします。 

 

 

 

 

 

〔参考：施設登録番号が取り消された場合には〕 

FDA が既存の施設登録番号の取り消し処理を行った際は、FDA から登録施設の連絡担当者

あてに取り消しを知らせるメールが届きます〔件名 Registration Cancelled (FFR 

Number:11 桁の施設登録番号）〕。このメールは、登録施設の連絡担当者のみに送信され、

本会の担当者や米国代理人には届きません。（「優先連絡先」を指定された場合には、FDA

からのメールは連絡担当者ではなく「優先連絡先」宛に届きます。）FDA から届くメールの

確認を徹底していただき、FDA から施設登録番号の取り消しに関するメールが届きました

ら、至急本会にご相談くださいますよう、お願いいたします。 

 

迷惑メールの対策でドメイン指定を行っている場合、メールが受信出来ないことがござい

ます。FDA からのメールを受信出来るよう、以下のアドレスを受信設定しておくことをお

薦めします。「CFSANFoodFacilityRegistration@fda.hhs.gov」「FURLS@fda.gov」 

 

mailto:CFSANFoodFacilityRegistration@fda.hhs.gov」「FURLS@fda.GOV

